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平成１９年第３回大仙市議会定例会会議録第１号

平成１９年８月３１日（金曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成１９年８月３１日（金曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１９日間）

第 ３ 議長報告 ・専決処分報告（１件）

・平成１８年度継続費精算報告書

・例月現金出納検査結果報告

第 ４ 議案第１５３号 大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の制定について （説 明）

第 ５ 議案第１５４号 大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第 ６ 議案第１５５号 大仙市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第 ７ 議案第１５６号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第 ８ 議案第１５７号 大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例の一

部を改正する条例の制定について （説 明）

第 ９ 議案第１５８号 大仙市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について （説 明）

第１０ 議案第１５９号 大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例及び大

仙市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１１ 議案第１６０号 大曲市内小友財産区管理会条例等の一部を改正する条例の制

定について （説 明）

第１２ 議案第１６１号 大仙市男女共同参画都市宣言について （説 明）
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第１３ 議案第１６２号 市道の路線の認定及び廃止について （説 明）

第１４ 議案第１６３号 平成１９年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更

について （説 明）

第１５ 議案第１６４号 平成１９年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入

額の変更について （説 明）

第１６ 議案第１６５号 平成１９年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更

について （説 明）

第１７ 議案第１６６号 平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第５号）（説 明）

第１８ 議案第１６７号 平成１９年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第１９ 議案第１６８号 平成１９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号） （説 明）

第２０ 議案第１６９号 平成１９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号） （説 明）

第２１ 議案第１７０号 平成１９年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算

（第１号） （説 明）

第２２ 議案第１７１号 平成１９年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１

号） （説 明）

第２３ 議案第１７２号 平成１８年度大仙市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第２４ 議案第１７３号 平成１８年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（説 明）

第２５ 議案第１７４号 平成１８年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（説 明）

出席議員（２９人）

１番 橋 本 五 郎 ２番 佐 藤 文 子 ３番 小 山 誠 治

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 佐 藤 孝 次 ８番 高 橋 敏 英 ９番

１０番 千 葉 健 １１番 渡 邊 秀 俊 １２番 金 谷 道 男
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１３番 斉 藤 博 幸 １４番 佐々木 洋 一 １５番 大 野 忠 夫

１６番 武 田 隆 １７番 菊 地 幸 悦 １８番 佐 藤 芳 雄

１９番 大 坂 義 徳 ２０番 大 山 利 吉 ２１番 門 脇 一 男

２２番 本 間 輝 男 ２３番 藤 田 君 雄 ２４番 高 橋 幸 晴

２５番 橋 村 誠 ２６番 佐々木 昌 志 ２７番 鎌 田 正

２８番 北 村 稔 ２９番 竹 原 弘 治 ３０番 児 玉 裕 一

欠席議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

教 育 長 三 浦 憲 一 代 表 監 査 委 員 田 牧 貞 夫

総 務 部 長 老 松 博 行 企 画 部 長 佐々木 正 広

市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫 健 康 福 祉 部 長 深 谷 久 和

農 林 商 工 部 長 藤 原 薫 建 設 部 長 柴 田 勝 三

病 院 事 務 長 冨 岡 曉 雄 水 道 局 長 田 口 良 邦

教 育 次 長 相 馬 義 雄 教 育 次 長 今 井 聰

総 務 課 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 田 口 誠 一 参 事 高 橋 薫

副 主 幹 伊 藤 雅 裕 副 主 幹 加 藤 博 勝

主 任 菅 原 直 久

午前１０時００分 開 会

○議長（橋本五郎君） おはようございます。

これより平成１９年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 皆さん、おはようございます。

本日、平成１９年第３回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお
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かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、条例案８件、単行案５件、補正予算

６件、決算認定３件の合計２２件のほか、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に係る都

市再生住宅及び大沢郷地区簡易水道施設に係る構造物の工事請負契約の締結に関する単

行案並びに任期満了に伴う人権擁護委員の候補者の推薦に関する人事案件について、準

備が整い次第、追加提案する予定であります。

各案件につきまして、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

はじめに、先般の集中豪雨に伴う被害状況についてご報告いたします。

去る８月２２日、本市は午前９時から１１時までの２時間に６５ｍｍの局地的な集中

豪雨に見舞われ、市内の一部で側溝が排水能力を超えたため、道路の冠水や土砂崩れが

発生しました。このため市では、午前９時３０分に水防対策室を設置し、河川巡視や道

路パトロールを行い、被害状況の確認、内水の排水対策、通行止め措置及び水防団の警

戒活動を実施いたしました。

豪雨により、西仙北地域正手沢地区で、裏山が崩れ、民間１棟の外壁に接触しました

が、８月２４日に土砂の撤去作業を終えております。このほか住家・非住家、合わせて

大曲地域で９棟、仙北地域で５棟、南外地域で１棟の床下浸水が発生いたしました。

仙北地域のほうれん草の農業用ハウス５棟及び南外地域のそば１．３ｈａが冠水した

ほか、大曲地域の林道「姫神線」が法面崩落、南外地域の市道「赤平１号線」が路肩決

壊、太田地域の市道「真木線」が法面崩落と路線洗掘の被害を受け、土砂の撤去や通行

止め措置を行いました。

なお、全国花火競技大会の会場であります河川敷が冠水したため、８月２３日・２４

日の両日、緊急に打上会場、観覧会場及び河川敷駐車場の消毒作業を実施するなど、開

催に向け全力を尽くしたところであります。

それでは、この場をお借りいたしまして、本年度の各部局ごとの主要事業の進捗状況

並びに諸般の状況を報告させていただきます。

はじめに、総務部関係について申し上げます。

職員採用試験につきましては、一般行政事務１０名程度、建築・土木の技術系職員若

干名の募集に対し１７０名の受験申し込みがあり、９月２日に大曲交流センターを会場

として一次試験を実施いたします。

次に、企画部関係についてであります。
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非核平和都市宣言事業の一環として、８月１日から３日まで市内の中学生・高校生４

人を非核平和レポーターとして広島に派遣いたしました。レポーターとして参加してい

ただいた皆様には、原爆ドームや平和記念資料館、原爆死没者慰霊碑の見学や戦争体験

者の講話などの体験を通じ、平和の尊さについて理解を深めていただいたものと思って

おります。

なお、８月１８日に大曲市民会館で開催された「非核平和映写会」において４人の貴

重な体験を発表していただき、会場に訪れた市民とともに平和への誓いを新たにしたと

ころであります。

国際交流事業につきましては、７月２６日から８月２３日まで韓国の青少年・引率者、

合わせて１３０名が４班に分かれ本市を訪れ、学校交流やホームステイ、茶道、着物の

着付けなど、日本文化の一端を体験し、無事帰国しております。

また、旧西仙北町時代から綱引きを契機に交流してまいりました韓国唐津郡郡守・郡

議会議長など１２名が８月２５日に来日しましたので、全国花火競技大会や協和の能公

演を観覧いただき、翌２６日には青少年交流を中心にさらに交流を深めることを目的に

「友好交流に関する協定書」を締結したところであります。

ゼロ予算事業として、初心者を対象に計画したパソコン教室に１５０件以上の問い合

わせがあり、キャンセル待ちが出るほどの応募状況となっております。本教室は、８月

７日の大曲地域から１１月までに７地域で８回の開催を計画しておりますが、パソコン

に触れたことのない方を対象に基礎知識を中心に指導しており、情報格差の是正を図る

ことを目的に実施するものであります。

携帯電話の不感地域解消を図る移動通信用鉄塔施設整備事業につきましては、協和地

域の荒川牛沢又、南外地域の滝、西ノ又及び荒又の４地区について実施設計を進めてい

るところであり、今後は鉄塔建築及び通信設備工事を平成２０年３月までに終え、４月

から通信サービスエリアの拡大が図られる予定であります。

男女共同参画事業につきましては、今次定例会で「男女共同参画都市宣言」について

ご審議をお願いしておりますが、宣言文は実行委員会において起草し、さらに男女共同

参画審議会で検討・承認いただいたものであります。

この宣言にあわせ１１月１７日に内閣府と共催します「男女共同参画宣言都市記念フ

ォーラム」において、現在募集しております男女共同参画に関する「写真・一行詩」の

入賞者の表彰も予定しており、入賞作品については「秋の稔りフェア」において展示す
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ることとしております。

秋田わか杉国体につきましては、自転車競技ロード・レース特設コースの本市市道分

４．６ｋｍの全面改修を７月末までに終え、９月１日に中央競技団体の最終視察を受け

る予定となっております。

また、軟式野球競技は７月１４日・１５日の両日、大仙市・横手市・仙北市の８球場

で開催された「第５８回県民体育大会軟式野球競技大会」において、競技・式典運営等

に係るリハーサルを実施し、なぎなた競技は８月５日に大曲体育館において「第６２回

国民体育大会なぎなた競技会プレ国体」を開催し、中央役員の出席のもと最終の点検を

行ったところであります。

国体啓発事業につきましては、８月１１日に市民や実行委員会役員、国体選手、市民

ボランティア等、国体関係者約１，０００名が大曲市民会館に一堂に会し、国体啓発イ

ベント「よろしくフェスティバル」が、また、８月１５日には国指定史跡「払田柵跡」

において、秋田県、大仙市、仙北市、美郷町の関係者約４００名が参加して採火・炬火

リレーの「採火式・出発式」が開催されており、９月２９日の国体開催に向け、市民の

気運も除々に高まってきております。

次に、市民生活部関係についてであります。

交通安全対策につきましては、７月の「秋田県シートベルト・チャイルドシート着用

推進運動強調月間」及び８月１日から１０日までの「夏の交通安全運動」の期間中、子

どもと高齢者の交通事故防止等を重点目標に掲げ、交通指導隊、交通安全母の会などの

関係機関や団体による交通安全車両パレード、街頭での指導、啓発活動を実施いたしま

した。

７月１０日、チャイルドシートの使用率について警察庁と日本自動車連盟の共同調査

結果が報道されておりますが、使用率は平成１２年４月の義務化以降では最低の

４６．９％であり、適切に取り付けられていたのは、わずか２５．１％であると発表さ

れております。チャイルドシートの使用率の向上、適切な使用について、今後とも啓発

活動を強めていかなければならないと考えております。

防犯につきましては、７月９日に大曲仙北建設技能組合連合会と「防犯パトロールの

協力に関する協定」の調印式を行っており、これにより協力団体は６団体、パトロール

実施車両は協力車両８３２台、市の公用車１００台の合計９３２台となっております。

消防につきましては、７月２１日、秋田県消防協会大仙市仙北市美郷町支部主催の消
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防訓練大会が雄物川河川敷で行われ、本市から各支団の代表１６チームが出場いたしま

した。

防災対策につきましては、７月２４日に市内のスーパーマーケットや量販店等１１社

２団体と「災害時生活物資等応援協定」を締結し、「協定締結事業所表示証」を交付し

ております。

防災行政無線につきましては、地域防災計画に基づく防災情報通信連絡網等の整備に

関し、「総合防災情報システム」の構築を図るため、その基本計画と設計を委託してお

ります。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置につきましては、現在、各施設において収納す

るボックス等の取り付けを行っており、国体開催までに終了する見込みであり、操作に

関する講習会についても広域消防本部の協力のもと順調に進んでおります。

家庭ごみ有料化につきましては、６月２６日の南外地域協議会を皮切りに、７月６日

までに各地域協議会委員１１０名に対する説明会を開催したほか、７月４日から１９日

まで市内２３カ所で住民説明会を開催し、６０８人の参加を得たところであります。

説明会では、制度の周知徹底、手数料の使途の明確化、不法投棄、不法焼却等に関す

る意見が多く寄せられております。

有料化制度は、排出量に応じた負担を市民の皆さんに公平に求める制度であることか

ら、不適正な排出及び処理については、厳格な対応をとる必要があり、不法投棄監視員

によるパトロール体制を強化するほか、集積所の管理をお願いしている自治会などと連

携を図りながら対策を講じてまいりたいと存じます。

なお、８月１日には廃棄物減量等推進審議会に対し、家庭ごみ有料化計画（案）につ

いて諮問し、委員から「新たに容器包装不類の再資源化品目を追加し、再資源化を促進

すること」「実施後の手数料使用使途について公開すること」などのご意見を頂戴した

ものの、計画（案）については妥当であるとの答申をいただきましたので、今次定例会

に平成２０年度からの有料化に向け、条例改正案及びごみ袋製造に関する予算の補正に

関するご審議をお願いしております。

次に、健康福祉部関係についてであります。

自殺予防対策につきましては、これまでも「心の健康づくり」として、講演会や研修

会開催時の啓蒙活動、精神保健相談員による相談支援等の予防策を講じておりますが、

さらに予防策を効果的に推進するため、県が実施している「心の健康づくり・自殺予防
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対策モデル事業」の指定を受けることとし、現在、県と協議を進めているところであり

ます。

西仙北地域の統合保育園につきましては、７月末現在の本体工事の進捗率が８０．４

％となっております。

なお、保育園の名称につきましては、統合する３保育園の保護者を対象に募集し、審

査の結果「みつば保育園」に決定したところであり、今次定例会に条例の改正をお願い

しております。

敬老会につきましては、本年度から対象者を７６歳以上とし、９月４日から２０日ま

での間に１８地区において開催する予定であります。

社会福祉施設等の法人化につきましては、介護保険施設と保育所・幼稚園を運営する

２法人の設立準備を進めてきたところでありますが、８月２０日、２１日にそれぞれ第

１回法人設立準備委員会が開催され、法人設立に向けた準備体制が整ったところであり

ます。

今後は、準備委員会と協力し、法人の設立と法人による運営体制の整備に努めてまい

ります。

なお、今次定例会に法人設立に伴う経費の補正をお願いしております。

次に、農林商工部関係についてであります。

稲作につきましては、７月上旬から中旬にかけて、高温で降水量が少なく、日照時間

が多く経過しましたが、生育状況は草丈、穂数ともに平年並となっております。移植栽

培の出穂は平年より３日早い８月２日となっており、直播栽培の出穂も例年より早く８

月９日で、いずれも順調に生育しております。

航空防除につきましては、神岡地域の一部を除き、無人ヘリによる防除体制をとって

おり、７月１６日の南外地域から順次作業を開始し、８月２５日までに各地域とも２回

目の散布を終了しております。

野菜・花きにつきましては、７月に入り、夜に温度の上がらない日が続き、一部に生

育が緩慢となっている品目もありますが、全体としては生育が促進され、出荷時期が早

まっており、価格面においても例年並に推移しております。

本年度から始まった品目横断的経営安定対策への加入状況につきましては、７月２日

の申込期限までに認定農業者８９２経営体、集落営農組織６７経営体の合わせて９５９

経営体となっております。
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なお、このような新たな対策をはじめ、農政全般にわたって農家の疑問や要望に対応

すべく、６月から毎月第４火曜日の夜間、ＪＡ秋田おばこの各営農センターを会場に、

農協、農業共済組合と連携しながら「農業なんでも相談会」を実施しております。

畜産につきましては、８月４日「第２回大仙・仙北・美郷畜産共進会」が大曲家畜市

場を会場に開催され、管内から肉用牛４９頭、乳用牛７頭、肥育牛８頭、家兎２９羽、

家禽１１羽が出品され、そのうち１２点が優等賞を受賞しております。

なお、５年に１度の全国大会であります「全国和牛能力共進会」が鳥取県を会場に

１０月１０日から開催されますが、本市からも秋田県代表として繁殖７頭、肥育１頭が

出品されますので、関連経費について今次定例会に予算の補正をお願いしております。

平成２年度から進められてきた奥羽山麓大規模農道事業につきましては、８月３０日

に本市ほか３市町で構成する「奥羽山麓大規模農道建設促進協議会」の主催による開通

式が現地で行われたところであります。

雇用対策につきましては、大曲雇用開発協会との共催により、高校３年生を対象とし

た県南地区職場研修事業を２７社２９事業所の協力をいただき、７月２５日から８月６

日までの１３日間にわたり開催し、管内では延べ２１６人の参加を得ております。

また、雇用助成金については、現在までの申請件数が４７件で４５歳未満の一般新規

雇用者が４６人、学校新卒者雇用が６０人の合計１０６人となっており、昨年同期と比

較して４８人増加しております。

企業誘致につきましては、７月１２日の首都圏大曲総会に出席するとともに、８月１

日の「秋田県・県内市町村と首都圏企業との懇談会」に参加し、業界動向の情報を得な

がら市のＰＲ活動を行ってまいりました。引き続き秋田県の企業誘致推進協議会の活動

に積極的に参加し、企業誘致及び工業団地の分譲促進を図ってまいります。

また、６月１１日に施行された企業立地促進法を受け、県内６市１町と秋田県による

「秋田県電子・輸送機関連地域産業活性化協議会」に参加しておりますが、７月３０日

に国から基本計画の同意を得たところであり、今後、電子・輸送機関連産業の集積を図

りたいと考えております。

夏祭りにつきましては、８月５日の「夏まつり大曲」、８月１５日の「彩夏せんぼ

く」及び「ふるさと西仙まつり」、８月１６日の「ドンパン祭り」等が行われ、多くの

市民の参加をいただき盛会裏に終了することができました。

第８１回を迎えた全国花火競技大会につきましては、８月２５日に国土交通省等関係
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機関の協力のもとで開催され、好天にも恵まれ、過去最高の７６万人の人出となりまし

た。市が担当した交通対策については、全庁体制での取り組みや駐車場の増設などによ

り、スムーズな対応ができたものと思っておりますが、今後もより安全・安心な大会に

なるよう万全を期してまいりたいと思います。

次に、建設部関係についてであります。

道路整備につきましては、市単独事業の新設及び改良事業６２路線のうち２３路線を

発注し、うち１１路線が完了しておりますが、他路線についても設計業務が完了次第、

順次発注の予定であります。

地方道路交付金事業及び地方特定道路整備事業につきましては、７路線すべて発注済

みであります。

都市計画道路「駅東線」街路整備事業につきましては、前年度からの繰越分として予

算措置しておりましたが、このたび地権者との協議が整い、７月２６日に土地売買契約

書を取り交わしており、わか杉国体までには全線開通させたいと考えております。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業の建物移転につきましては、中通町地区、丸の内

町地区及び大花町地区の本年度移転対象物件３２戸中１４戸、借家人補償７店舗中２店

舗の権利者とそれぞれ契約済みであり、現在、残る権利者と交渉中であります。

工事関係につきましては、中通線新設工事のほか、区画道路新設工事及び街区整地事

業を９月中旬に発注の予定であります。

まちづくり交付金事業で施工している神岡地域の駅北口交通広場改良工事及び駅北線

道路改良工事、中仙地域の市道新山５号線改良工事及び市道二日町石持線改良工事並び

に協和地域の市道苅谷沢線道路整備工事につきましては、８月中旬にそれぞれ発注済み

であります。

公園事業につきましては、大曲総合公園の交流ゾーンの電気設備工事が８月末で完了

し、現在、敷地造成、園路広場整備、雨水排水設備等の工事を施工しており、進捗率は

約２０％であります。

また、国土交通省が整備した後、市単独事業として整備を進めております水辺の楽校

施設関連整備工事は、８月中旬に工事を発注済みであります。

このほか、カントリーパーク整備事業として協和地域で実施のグラウンド・ゴルフ場

修景施設工事は、８月上旬に発注済みであり、南外ふれあいパーク蓮池安全柵設置工事

の進捗率は約４０％、仙北ふれあい公園第２・第３駐車場整備工事は約１０％の進捗率
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となっております。

市営住宅の整備につきましては、福見町市営住宅の下水道切り替え工事を９月中旬に、

また、神岡ＡＤ棟市営住宅の外壁改修工事は９月初旬に、西仙北地域の愛宕市営住宅外

壁塗装工事は９月下旬にそれぞれ発注の予定であります。

公共下水道事業につきましては、補助・単独合わせて５地区の管渠整備、延長６．９

ｋｍ分を発注済みであります。

農業集落排水事業につきましては、７地区において補助・単独合わせて１９件の管路

工事、延長８．２ｋｍを発注済みであります。

なお、処理施設建設工事につきましては、３地区７件分が発注済みであります。

次に、国・県関係工事についてであります。

国道１３号大曲バイパス４車線化事業につきましては、本年度中に全線が供用開始す

る予定のほか、旧玉川橋の解体工事を１０月に着手する予定と伺っております。

国道１３号神宮寺バイパス事業につきましては、玉川橋から県道土川神岡線交差点に

係る３．３ｋｍを９月２３日に暫定供用開始すると伺っております。

次に、水道局関係についてであります。

上水道事業につきましては、配水管改良工事として大曲西根新堀地区配水管布設工事、

延長２８２ｍ及び藤木地区の藤木上橋橋梁天架管布設替え工事、延長１４８ｍを８月上

旬に、また、業務委託として昨年に引き続き水道事業基本計画の本年度分基本計画策定

業務を７月上旬にそれぞれ発注済みであります。

簡易水道事業につきましては、西仙北地域の刈和野地区簡易水道施設整備事業の配水

管布設工事を６月下旬に、刈和野浄水場の浄水設備機械更新工事、電気計装更新工事及

び場内配管等更新付帯工事の３件を８月下旬に発注済みのほか、水尺橋架け替え工事に

伴う配水管布設工事については７月初旬に発注済みであります。

中仙地域の入角地区簡易水道整備事業につきましては、配水池築造工事を８月中旬に

発注済みであります。

仙北地域の戸地谷地区簡易水道整備事業につきましては、水源地、浄水場及び配水場

の用地造成工事を８月初旬に、配水管布設工事の３工区を８月中旬にそれぞれ発注済み

であります。

仙北南地区の簡易水道整備事業につきましては、配水管水事の３工区及び各戸給水装

置工事の４工区を８月中旬に発注済みであります。
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次に、教育委員会関係についてであります。

「新しい時代の学校教育だいせんビジョン」の推進につきましては、７月６日から８

地域協議会に対し説明を行ったほか、市内のＰＴＡ会長、校長会でも説明を行い、出席

者からご意見を頂戴したところであります。

神岡幼稚園保育園一体型施設新築工事につきましては、平成２０年８月末の完成を目

指し着工しております。

こころふれあうさわやか大仙事業につきましては、７月４日、市内１２中学校の生徒

会長が神岡庁舎に集い、中学生サミットを開催し、７月・８月の活動テーマを「明るく、

元気に、地域住民の方々とあいさつをしよう」と決定しております。

また、各校ごとに１５秒の「おはようプロジェクトＣＭ」を作成し、最優秀校のＣＭ

を３回、優秀校のＣＭを２回、その他１回ずつテレビ放送することに決め、作成された

各学校のＣＭは８月中旬に放映されております。

協和小学校の校歌、校章につきましては、市広報やポスターなどで募集したところ、

３００人を超える皆様から作品が寄せられておりますが、このうち校章については８月

２４日の第１回協和小学校校歌・校章制定委員会で３１４作品の中から１作品に絞り、

現在、手直し中であり、校歌についても制定作業を進めております。

成人式については８月１５日に大曲市民会館で行われ、市内１２中学校の卒業生など

８７３人が新成人の祝福を受けたところであります。

昨年度から２カ年の継続事業で大規模改修を進めておりました「宿泊研修施設八乙女

交流センター」の工事が完了し、一昨日、竣工式を行い、９月１日から供用を開始する

こととしております。

市内図書館の蔵書の充実を図るため、児童書の寄贈を募っておりますが、８月１５日

現在、市内外の２４人から８２７冊の寄贈をいただいております。

最後に、財政状況について申し上げます。

平成１８年度決算における実質収支は、普通会計ベースで１３億８，１００万円の黒

字でありますが、財政調整基金の取り崩しを除いた実質単年度収支では、昨年度に引き

続き赤字となっております。基金の取り崩しにより収支のバランスを図っている状況に

変わりはなく、財政運営は引き続き厳しいものとなっております。

先の会派協議会でお示ししました財政指標のうち、経常収支比率及び実質公債費比率

につきまして、下水道事業の繰出金基準の改正に伴い、それぞれの数値が変更となって
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おります。今回、訂正した数値により報告させていただきますので、ご了承をお願い申

し上げたいと思います。

はじめに、財政構造の弾力性を判断する指標の経常収支比率は９４．６％で、昨年度

より０．４ポイント上昇しております。指標の分子である経常的経費に充当された一般

財源は、昨年度より１億８，２００万円縮減しておりますが、分母の経常一般財源が地

方交付税の削減などにより２億９，７００万円減額になっているため、引き続き非常に

高い状況が続いております。

平成１９年度は職員給与の削減や公共施設の見直し、資産の売却等、財政状況の改善

に努めているところでありますが、現状では大幅な改善が見込める状況になく、さらな

る歳入の確保と歳出の見直しを一層進め、段階的に９０％に近づけるよう努めてまいり

たいと思います。

歳入については、自主財源の確保に重点を置くこととし、市税及び税外収入について

は、体制の強化を図り収納率の向上に努めております。

各種使用料については、総合計画策定時の市民意識調査の「今後の市政の進め方」に

半数以上の人が「行政サービスの種類によっては、サービスを受ける人が一部費用を負

担し、税などの市民全体の負担は増やすべきではない」と回答しており、それぞれの使

用料について本来あるべき受益者負担の考えのもと、料金改定に向けた検討を行ってま

いります。

なお、幼稚園保育料、農業集落排水施設使用料及び下水道使用料については、平成

２０年度からの改定を行うため、今次定例会に関連する議案のご審議をお願いしており

ます。

市の広報を利用した広告収入についても新たな財源確保のため取り組むこととし、試

験的に１０月から広告を掲載することとしておりますが、本格実施は２０年度からと考

えております。

歳出のうち補助金については、監査委員の「大仙市財政援助団体監査報告書」でも、

そのあり方についてご指摘を受けており、行政改革大綱で２０年度に設置を予定してお

りました（仮称）補助金審議委員会を年度内に設置し、検討してまいりたいと存じます。

施設の維持管理費については、施設の廃止、統合を検討するとともに、外部委託経費

の縮減を図り、年間約２０億円の維持管理費を大幅に縮減するよう検討してまいります。

人件費につきましては、退職者数に対する採用者数の抑制や早期希望退職者制度によ
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り職員数を減らし、定員適正化計画の目標値に近づけてまいります。

経常的経費の縮減にあたっては、特に職員の意識改革が必要であります。現在の厳し

い財政状況を認識し、最小のコストで行政効果が発揮できるよう、職員の創意工夫を促

してまいりたいと思います。

また、もう一つの重要な財政指標である実質公債費比率は、昨年度から０．６ポイン

ト上昇し、１７．６％となっております。この傾向はしばらく続き、地方債の発行が協

議制から許可制に変わる１８．０％を来年度にも超える見込みであることから、早期に

公債費負担の適正化計画の策定が必要となってまいります。

これは合併前の旧市町村において実施した事業に係る地方債の発行額が大きいことな

どによるもので、今後実施する普通建設事業の見直しにより、道路新設改良費を含む市

単独事業の大幅な縮減を行い、市債発行を抑制し、比率の改善に努めなければならない

ものと考えております。

先の会派協議会でもお示ししたとおり、現在の推計では平成２２年度から２４年度ま

では収支不足になることが予想されていることから、２０年度・２１年度において集中

的な財政改革に取り組まなければならない状況であります。

大仙市は財政基盤の脆弱な市町村が合併した自治体のため、その財政運営は地方交付

税などの依存財源に頼っており、財政状況の劇的な好転が見込める状況にはありません

が、自主財源の確保と歳出の見直しを行いつつ、市政運営の基本である「市民との協働

のまちづくり」を基本とした大仙市の基礎を築いてまいりたいと考えておりますので、

市民並びに議員各位のさらなるご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、

招集の挨拶並びに諸般の報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（橋本五郎君） ご苦労様でございました。

午前１０時４４分 開 議

○議長（橋本五郎君） これより本日の会議を開きます。

○議長（橋本五郎君） 本日の会議は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（橋本五郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
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会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において、１９番大坂義徳

君、２０番大山利吉君、２１番門脇一男君を指名いたします。

○議長（橋本五郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月１８日までの１９日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋本五郎君） ご異議なしと認めます。よって会期は、１９日間と決定いたしま

した。

○議長（橋本五郎君） 日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

専決処分報告１件及び平成１８年度大仙市継続費精算報告書が市長から、例月現金出

納検査結果が市代表監査委員からそれぞれ提出されましたので、これを別紙お手元に配

付のとおり報告いたします。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第４、議案第１５３号から日程第２２、議案第１７１

号までの１９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君）【登壇】 それではご説明申し上げます。

はじめに、お手元の資料のうち資料Ｎｏ．１の議案書をご覧願いたいと思います。

１ページと２ページになります。

議案第１５３号、大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。

本案は、ごみの減量化及び再資源化、ごみの排出量に応じた負担の公平化並びにごみ

の排出に対する市民意識の改革を進めるため、今般、家庭系のごみ処理を有料化するも

のであります。

具体的には、燃やせるごみ及び燃やせないごみについて、ごみ袋の大きさに応じて、

ごみ袋１枚当たりそれぞれ２０円、３０円、４０円の手数料を徴収するものであり、ご

み袋にあらかじめ印刷された証紙による収入の方法により徴収することとしております。

なお、有料化に対応した新たなごみ袋は、平成２０年４月１日から小売店で販売する
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こととし、経過措置として平成２０年６月３０日までは現行のごみ袋によって排出され

るごみも現行どおり取り扱うこととしております。

次に、３ページと４ページになります。

議案第１５４号、大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申

し上げます。

戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正により、戸籍謄本や住民票の写しなどの交付請

求について、国民の個人情報に対する意識の高まりなどから、戸籍及び住民基本台帳に

対する信頼性の向上を図るため、交付請求の主体と目的が一定の要件に該当する場合に

限定されることとなります。本案はこれに伴い、交付手数料を徴収する交付対象者につ

いて、議案記載のとおり、引用条文その他所要の規定の整備を行うものであり、規定に

応じ、それぞれ戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

の施行日から施行するものであります。

次に、５ページ・６ページになります。

議案第１５５号、大仙市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

本案は、現在建設中の西仙北地域の強首保育園、大沢郷保育園、寺館保育園を統合す

る新たな保育園について、名称を「みつば保育園」とし、平成１９年１２月１日に開所

するため、名称、位置を規定するとともに、現行３保育園を廃止するものであります。

なお、へき地保育所である大沢郷及び寺館保育園については、別条例に規定されてい

ることから、附則で改正を行い、廃止するものであります。

次に、７ページと８ページをご覧いただきたいと存じます。

議案第１５６号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し

上げます。

本案は、大曲地域の大仙市総合公園の有料公園施設について、指定管理者に管理及び

運営を行わせる場合において、新たに利用料金制度を導入するため、必要な事項を定め

るとともに所要の規定の整備を行うもので、公布の日から施行するものであります。

次に、９ページと１０ページになります。

議案第１５７号、大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、当該受益者負担金に係る延滞金について、収納対策の一環として他の公法上
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の収入金に係る延滞金の計算方法等に合わせるため、大仙市督促手数料及び延滞金条例

に基づくこととし、併せて所要の条文整理を行うもので、公布の日から施行し、平成

１９年７月１日から適用するものであります。

次に、１１ページ・１２ページになります。

議案第１５８号、大仙市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。

本案は、市立幼稚園の経営について、少子化による園児数の減少により定員を割り込

み、思うような収入が得られないこと、また、これまで以上の市の財政負担も困難であ

るため、厳しい状況にあることから、幼稚園経営に要する経費に対する保護者の負担に

ついて見直すこととし、今般、幼稚園保育料の適正化を図るため、月額５千円から月額

６，５００円に改定するもので、平成２０年４月１日から施行するものであります。

次に、１３ページから１５ページまでとなります。

議案第１５９号、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例及び大仙市下

水道条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

公共下水道及び農業集落排水施設の使用料につきましては、合併協議において、合併

時は現行のままとして合併後に新たな料金体計を構築するとした経緯があり、現在、地

域間で相当の差異があることから、決算審査等においても負担の公平などの観点から早

急な使用料統一が求められております。

また、両事業は、地方財政法では公営企業として位置付けられており、汚水処理に係

る費用については使用者負担が原則でありますが、維持管理費を回収できない使用料設

定となっているものもあり、とりあえずは国が示す最低水準まで引き上げることが求め

られております。

今般、これらのことを踏まえて、使用料統一の前段として、国が示す最低水準を満た

していない使用料を、加入時の受益者分担金等の差異も考慮しつつ、平成２６年度まで

に段階的にこの水準に引き上げることとし、第１回改定として議案記載のとおり使用料

を引き上げ、平成２０年５月請求分から適用するものであります。

次に、１６ページと１７ページになります。

議案第１６０号、大曲市内小友財産区管理会条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて、ご説明申し上げます。

本案は、大曲地域の内小友財産区及び大川西根財産区について、財産区の名称はこの
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とおりでありますが、関係条例の規定において両財産区の名称に「大曲市」が付された

箇所があり、紛らわしいことから、今般この疑義をなくすため、関係条例の規定から

「大曲市」の文言を削除するもので、公布の日から施行するものであります。

次に、１８ページと１９ページになります。

議案第１６１号、大仙市男女共同参画都市宣言につきましては、男女共同参画社会づ

くりに向け、さらなる市民意識の高揚と気運の醸成を図るため、今般、男女共同参画都

市を宣言しようとするものであります。

なお、宣言の方法については、首長の声明、議会の決議など様々な事例がありますが、

全市的な取り組みをより明確化するため、市長提案により議会の議決をお願いするもの

であります。

次に、２０ページと２１ページになります。

議案第１６２号、市道の路線の認定及び廃止について、ご説明申し上げます。

本案は、国が事業施行している一般国道１３号神宮寺バイパスの一部供用開始に伴い、

神宮寺バイパス用地内にあった従来の市道を廃止するとともに、新たに付け替えた道路

及び神宮寺バイパスに面して新設された側道を一般交通の用に供するため、認定しよう

とするものであります。

次に、２２ページから２４ページまでとなります。

議案第１６３号から議案第１６５号までの３件につきましては、それぞれ関連があり

ますので一括してご説明申し上げます。

本３件につきましては、簡易水道事業、老人デイサービス事業及びスキー場事業特別

会計について、既に議会の議決をいただいている平成１９年度一般会計からの事業資金

繰入額の上限に変更が生じましたので、地方財政法第６条の規定により議会の議決をお

願いするものであります。

各特別会計の変更額についてでありますが、はじめに簡易水道事業特別会計につきま

しては、西仙北及び南外地域簡易水道施設に係る一般管理費の補正に伴い、繰入額の上

限を２５８万６千円引き上げ５億４，３８５万６千円以内に、次の老人デイサービス事

業特別会計につきましては、南外地域の特別養護老人ホーム福寿園のデイサービス棟の

暖房用温水器更新に係る一般管理費の補正に伴い、繰入額の上限を７０７万７千円引き

上げ８，１４０万３千円以内に、また、スキー場事業特別会計につきましては、協和ス

キー場の圧雪車整備等に係る運営費の補正に伴い、繰入額の上限を２６８万８千円引き
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上げ１，７６７万円以内とするものであります。

続きまして、お手元の資料のうち資料Ｎｏ．２の補正予算書をご覧いただきたいと思

います。

補正予算書の１ページになります。

議案第１６６号、平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第５号）について、ご説明

申し上げます。

今回の補正予算は、市道の除雪対策費や家庭ごみ有料化に向けた廃棄物減量化対策費、

来春開校を予定している協和地域の統合小学校建築事業費などの補正が主なものであり、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ９億１，７４３万７千円を追加し、補正後の予算総額を

４４４億９１４万６千円とするものであります。

それでは、補正予算の概要につきまして事項別明細書により、歳入から順にご説明申

し上げます。

９ページになります。

歳入１０款地方交付税は、普通交付税として５億８，１６７万６千円の補正でありま

す。

１３款使用料及び手数料は、家庭ごみ有料化に伴う一般廃棄物処理手数料として

８，３３０万円の補正であります。

１５款県支出金は、自殺予防実践市町村補助金、森林整備地域活動支援事業費補助金

などとして６９９万６千円の補正であります。

１９款繰越金は、前年度繰越金として１億９，１４３万４千円の補正であります。

１０ページになります。

２０款諸収入は３，４５１万円の補正であります。

貸付金元利収入は、大仙市第三セクター運営資金貸付金元金収入として２，９００万

円の補正であります。雑入は、高齢者等の除雪サービス利用者負担金、神岡地域の流雪

溝利用者協力金、市広報広告掲載料など５５１万円の補正であります。

２１款市債は、協和地域の統合小学校建築事業費に係る統合小学校建設事業債及び今

年度の発行額の確定に伴う臨時財政対策債について、合わせて１，９５２万１千円の補

正であります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

２款総務費は８９９万４千円の補正であります。
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主な内容といたしまして、財産管理費は福祉施設の法人化に伴う財産移譲に係る準備

経費として１３０万３千円の補正、町内集落会館建設費等補助金は西仙北・太田地域の

３集落会館の改修に伴う補助金として２９５万８千円の補正、地域イントラネット基盤

施設管理費は西仙北地域の（仮称）みつば保育園への光ケーブル敷設経費などとして

２８７万４千円を補正するものであります。

１２ページになります。

３款民生費は３，５１０万６千円の補正であります。

主な内容といたしまして、社会福祉法人設立準備費補助金は、現在、法人化を進めて

いる介護保健施設及び保育所・幼稚園に係る新設法人の設立準備費補助金として４２８

万円の補正、高齢者等除雪サービス事業費は、一人暮らし高齢者等の家屋玄関前の除排

雪に係る経費として１，３０３万５千円の補正、老人デイサービス事業特別会計繰出金

は、特別会計の補正に伴い７０７万７千円の補正、認可保育所管理運営費は、西仙北地

域の統合保育園（仮称）みつば保育園の１２月開園に伴う管理運営経費などとして

９６４万８千円の補正であります。

４款衛生費は７７３万７千円の補正であります。

主な内容といたしまして、健康づくり推進費は、県補助事業による自殺予防対策のモ

デル事業実施に係る経費として６３万円の補正、廃棄物減量化対策費は、来年４月から

の家庭ごみ有料化に向けた準備として指定ごみ袋の製造及びごみ袋販売手数料などとし

て３，４０１万４千円の補正であります。

また、簡易水道事業特別会計繰出金は、特別会計の補正に伴い２５８万６千円を補正

するものであります。

１４ページになります。

５款労働費の大仙市雇用助成金は、申請件数の増加見込みにより２，９５５万円を補

正するものであります。

６款農林水産業費は５，２２５万円の補正であります。

主な内容といたしまして、農業振興情報センター費は太田地域の農業振興情報セン

ターにおける新規就農者研修施設用のビニールハウス２棟を新設するための経費として

４６４万円の補正、農業集落排水事業特別会計繰出金は特別会計の補正に伴い９４５万

５千円の減額補正、農地・水・環境保全向上対策事業費は対象面積の確定などに伴う

３，８００万５千円の補正、土地改良事業費等補助金は西仙北・中仙・仙北地域の排水
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路整備事業等に対する補助金及び西仙北地域のため池停滞・陥没等の復旧に対する補助

金として８５６万３千円の補正、森林整備地域活動支援交付金事業費は、今年度からの

制度改正に伴う交付対象森林面積の増加により８３７万９千円の補正であります。

１６ページになります。

７款商工費は３，３８８万３千円の補正であります。

主な内容といたしまして、西仙北ぬくもり温泉管理費はユメリアのプール営業に係る

経費として４５０万円の補正、大仙市第三セクター運営資金貸付金は、太田生活リゾー

ト株式会社への運転資金貸付金として２，９００万円を補正するものであります。

８款土木費は６億３，９４４万９千円の補正であります。

主な内容といたしまして、道路台帳作成経費は１８年度の市道の新設、改良、廃止等

に伴う台帳更新経費として２，５４８万３千円の補正、除雪対策費は市内全域の市道除

雪に係る経費として５億８，３１７万６千円の補正であります。除雪対策費につきまし

ては、これまで臨時職員などのオペレーターによる直営路線について見直しし、組合や

業者への委託方式として実施するものであります。

次に、真木真昼県立自然公園内市道整備費は、太田地域の市道横沢鉢沢線及び真木線

の岩盤斜面崩壊対策に係る調査費として１，４６３万５千円の補正、消雪施設等補助金

は、大曲地域の消雪施設の新設及び更新に対する組合への補助金として９２８万３千円

を補正するものであります。

１８ページになります。

公共下水道事業特別会計繰出金は、特別会計の補正に伴い３１２万８千円を減額補正

するものであります。

９款消防費は３３５万３千円の補正であります。

主な内容といたしまして、消防団管理運営費は、消防団員の災害出動に係る費用弁償

などとして３２０万３千円を補正するものであります。

２０ページになります。

１０款教育費は７，７１１万５千円の補正であります。

主な内容といたしまして、統合小学校建築事業費は、来年４月の協和小学校の開校に

向けた児童用机・椅子などの備品購入費や通学用路線バス乗り入れに伴う待合所設置工

事費、来年度建設を予定しているグラウンド、プールの設計業務経費などとして

５，２５５万３千円の補正、大曲市民会館管理費は、ホールステージ用椅子の購入経費



- 22 -

などとして１５４万１千円の補正、小・中学生ウインタースポーツ推進事業費は、市内

の小学生と中学１・２年生及び養護学校生徒に対する市内スキー場シーズン券配布経費

として１，６７０万８千円の補正であります。

また、スキー場事業特別会計繰出金は、特別会計の補正に伴い２６８万８千円を補正

するものであります。

以上が一般会計補正予算の内容であります。

次に２３ページになります。

議案第１６７号、平成１９年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ３１３万３千円を追加し、補正後の予算総額を２６億

６５２万１千円とするものであります。

２８ページになります。

歳入１款分担金及び負担金は、事業費分担金として３０万円の補正であります。

５款繰入金は、一般会計繰入金として２５８万６千円の補正、６款繰越金は前年度繰

越金として２４万７千円の補正であります。

歳出１款総務費は、西仙北地域、南外地域の施設修繕料などの一般管理費として

３１３万３千円の補正であります。

次に、３１ページになります。

議案第１６８号、平成１９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

歳入の組み替え補正をするものであります。

３５ページをご覧いただきたいと思います。

資本費平準化債の市債額確定に伴いまして一般会計繰入金を３１２万８千円減額し、

繰越金に２万８千円、下水道事業債に３１０万円をそれぞれ増額するものであります。

次に、３７ページになります。

議案第１６９号、平成１９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

につきましても歳入の組み替え補正をするものであります。

４１ページになります。

資本費平準化債の市債額確定に伴いまして一般会計繰入金を９４５万５千円減額し、

繰越金に１５万５千円、農業集落排水事業債に９３０万円をそれぞれ増額するものであ

ります。

次に、４３ページになります。
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議案第１７０号、平成１９年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ７０８万円を追加し、補正後の予算総額を２

億３，２９１万４千円とするものであります。

４８ページになります。

歳入３款繰入金は、一般会計繰入金として７０７万７千円の補正であります。

４款繰越金は、前年度繰越金として３千円の補正であります。

歳出１款総務費は、南外地域の特別養護老人ホーム福寿園の暖房用温水器更新に係る

一般管理費として７０８万円の補正であります。

次に、５１ページになります。

議案第１７１号、平成１９年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ２６８万８千円を追加し、補正後の予算総額を

５，５５３万３千円とするものであります。

５６ページになります。

歳入３款繰入金は、一般会計繰入金として２６８万８千円の補正であります。

歳出２款事業費は、協和スキー場の圧雪車整備等に係るスキー場運営費として２６８

万８千円の補正であります。

以上、議案第１５３号から議案第１７１号までの１９件につきまして一括してご説明

菱し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） ご苦労様でございました。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第２３、議案第１７２号、平成１８年度大仙市一般会

計・特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。久米副市長。

○副市長（久米正雄君）【登壇】 議案第１７２号、平成１８年度大仙市一般会計・特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。

今回ご審議いただく平成１８年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算は、地方自治法

第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、大仙市監査委員の審査をいただ

いたものであり、その審査結果につきましては監査委員より提出されている審査意見書

のとおりでございます。

決算内容は、お手元にお配りしております資料Ｎｏ．３の平成１８年度大仙市一般会
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計・特別会計歳入歳出決算書のとおりであります。

はじめに、一般会計・特別会計の決算についてご説明申し上げます。

平成１８年度一般会計の決算規模は、歳入総額４７９億９，０３６万８，２２２円、

歳出総額４６５億９，８６６万９，３８７円となっており、歳入歳出差引額は１３億

９，１６９万８，８３５円であります。

また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は１３億８，１０３万５，９３５円

の黒字となっております。

平成１８年度国民健康保険事業特別会計ほか２２特別会計の決算規模は、歳入総額

３５９億２，６１２万６，９７８円、歳出総額３５７億５，５４３万３，９９２円と

なっており、歳入歳出差引額は１億７，０６９万２，９８６円となっております。

また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は１億６，０５９万５，４３６円で

あります。

次に、普通会計ベースにおける決算概要についてご説明申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．３－１、平成１８年度普通会計決算概要をご覧ください。

普通会計ベースにおける決算規模は、歳入総額５２４億９，３４５万５千円、歳出総

額５１０億９，３６７万８千円となっており、歳入歳出差引額は１３億９，９７７万７

千円、前年度に比較し、歳入総額で１８億９，８６３万７千円の増、率にして３．８％

の増となっております。また、歳出総額では１９億２，３３４万１千円の増、率にして

３．９％の増となっております。

なお、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は１３億８，１４２万２千円の黒字

となっておりますが、財政調整基金の取り崩し等を控除した実質単年度収支は１億

４，２２２万５千円の赤字であります。

普通会計の歳入構造でありますが、市税などの自主財源は１３６億２６９万６千円、

地方交付税、国・県支出金、市債などの依存財源は３８８億９，０７５万９千円となっ

ており、依存財源の占める割合は、歳入全体の７４．１％と高い割合となっており、自

主財源の占める割合は、わずか２５．９％という状況となっております。

この自主財源のうち主要な歳入である市税は、歳入全体に占める割合が１４．３％し

かないため、各種事業の遂行にあたっては、基金の取り崩しと市債の発行により財源を

確保している状況であり、財政運営は非常に厳しいものとなっております。

歳出の義務的経費については、人件費が８７億７，４３８万５千円、前年度に比較し
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７．０％の減、扶助費では４１億２，３９９万９千円で４．６％の増、公債費では６７

億９，５１３万１千円で１．４％の増となっております。義務的経費の総額は１９６億

９，３５１万５千円で、歳出全体に占める割合は３８．５％、前年度に比較して２．３

ポイントの減となっております。

次に、普通会計における主な財政指標についてご説明申し上げますが、先の会派協議

会でお示ししました財政指標のうち、経常収支比率及び実質公債費比率につきまして、

下水道事業の繰出金基準の改正に伴い、それぞれ数値が変更となっております。今回、

訂正した数値によりご説明させていただきますので、ご了承賜りますようお願いいたし

ます。

はじめに、財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は９４．６％

で、前年度に比較して０．４ポイントの増となっております。

比率が増加した主な要因は、歳入では普通交付税が前年度より２．０％の減、歳出で

は人件費や経費節減努力に伴い物件費などは減少しているものの、生活保護費や児童及

び高齢者に係る扶助費、または長期債償還に係る公債費、下水道事業等特別会計に対す

る繰出金などの増加が主な要因となっております。

経常収支比率については、安全ラインとされる８０％を遥かに超える状況が続いてお

り、引き続き非常に厳しい状況が続いております。

また、昨年度から新たに起債制限の財政指標として設けられた実質公債費比率は、３

カ年平均で１７．６％で、前年度に比較して０．６ポイントの増となっております。

この実質公債費比率は、昨年度から自治体の起債が許可制から協議制に移行されたこ

とに伴い創設された指標で、従来の起債制限比率の算定に加え、下水道事業や一部事務

組合など公営企業債等の起債償還の財源に対する普通会計からの繰出金を含めるもので、

１８％を超えると起債許可団体及び公債費負担適正化策定団体になり、２５％を超える

と単独事業などの起債借入について制限されるものであります。

最後に市債の現在高についてでありますが、一般会計・各特別会計の合計の平成１８

年度末残高は１，０４８億１，７１５万３千円であり、前年度数値より３．８％の増、

額にして３８億７，６６９万２千円の増となっております。

以上、平成１８年度大仙市一般会計・各特別会計の決算概要についてご説明申し上げ

ましたが、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） ご苦労さんです。
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○議長（橋本五郎君） 次に、日程第２４、議案第１７３号、平成１８年度市立大曲病院

事業会計決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。冨岡市立病院事務長。

○病院事務長（冨岡曉雄君）【登壇】 議案第１７３号、平成１８年度市立大曲病院事業

会計決算について、ご説明申し上げます。

資料Ｎｏ．４の市立大曲病院事業会計決算書をもとにご説明をさせていただきます。

はじめに、１１ページをお開き願います。

事業報告の概況について申し上げます。

平成１８年度の病院利用状況につきましては、年間入院延べ患者数は、前年度より

８５３人多い４万１，６４２人、年間外来延べ患者数は、前年度より２２４人多い１万

３，１６８人でありました。

また、建設改良といたしましては、これまで冷房設備のなかった各病棟の病室に氷蓄

熱式冷暖房設備を設置するとともに、第１・第２病棟に分煙のための喫煙室各１室を設

けております。

また、医療機器の購入といたしましては、急変患者の容態観察のための生体情報モニ

ターを１台購入いたしております。

次に、決算状況についてでありますが、資料戻りまして２ページと３ページの見開き

部分をお願いいたします。

収益的収入及び支出の決算額は、病院事業収益が８億５，８２２万６，３８４円、病

院事業費用が８億５，０２２万６，３８４円で、収支差引８００万円の黒字決算であり

ます。この利益８００万円につきましては、前年度と同様、未処理欠損金の減額のため

に一般会計から繰り入れされたものでございます。

病院事業収益の内訳につきましては、入院や外来収益等を含みます医業収益が６億

２，２６７万６，６４５円で、前年度に比較し９３０万１２８円の減となっております。

これは、平成１８年度に実施されました医療費のマイナス改定によるもので、当院では

入院部門への影響が大きく、前年度比較で入院延べ患者数が増えたにもかかわらず、入

院料の変更や食事療養費の積算方法の変更等により入院収益が減少いたしました。この

ことが大きな要因でございます。

また、一般会計の繰入金等を含みます医業外収益は２億３，５５４万９，７３９円で、
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前年度に比較し１，９２４万３５７円の増となっております。

一方、病院事業費用につきましては、給与費、材料費、経費、減価償却費等を含みま

す医業費用が７億９，０８３万１，９９６円で、前年度比較では１，３８４万１２８円

の増、企業債の支払利息等が含まれます医業外費用が５，９３９万４，３８８円で、前

年度比較で１８９万９，８９９円の減となっております。

次のページ、４ページと５ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出の決算額についてでありますが、資本的収入は該当する収入がな

くゼロ円でございます。

資本的支出につきましては１億６６０万６，５１８円で、この内訳は冒頭でご説明い

たしておりますが、病室への冷暖房設備設置等の建設改良費が３，８１０万６，９１５

円、企業債元金償還金の６，８４９万９，６０３円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６６０万６，５１８円につきま

しては、欄外に記載のとおり過年度分損益勘定留保資金で補填してございます。

以上、平成１８年度市立大曲病院事業会計決算についてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） ご苦労様でした。

○議長（橋本五郎君） 次に、日程第２５、議案第１７４号、平成１８年度大仙市上水道

事業会計決算の認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。田口水道局長。

○水道局長（田口良邦君）【登壇】 議案第１７４号、平成１８年度大仙市上水道事業会

計決算の認定について、ご説明申し上げます。

同じ資料Ｎｏ．４の後段になりますが、上水道事業会計の決算書が記載されておりま

すので、ご覧いただきたいと思います。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成１８年度大仙市上水道事業会計決

算を別紙大仙市監査委員の意見書をつけて議会の認定をお願いするものであります。

これは、同法同条第２項の規定により監査委員の審査を経たもので、決算の状況につ

きましては、お手元に配付の決算書の決算報告並びに財務諸表、その他付属書類のとお

りでありますが、その概要についてご説明申し上げます。

はじめに、２ページ・３ページの（１）収益的収入及び支出についてでありますが、
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収入の上水道事業収益は、決算額７億８，９４１万８，３５８円となっております。

このうち、給水収益などの営業収益につきましては７億８，８１８万９，８１７円、

営業外収益１２２万８，５４１円となっております。

支出の上水道事業費用は、決算額６億４，０６１万６，７５７円となっております。

上水道事業費用の内訳は、原水及び浄水費などの営業費用として５億４，９０２万

４，４７６円、企業債利息などの営業外費用は９，１４８万１，８５１円、特別損失

１１万４３０円となっております。

この結果、消費税を含めない収益的収入及び支出におきましては、１億３，９０１万

７３２円の純利益となっております。

次に、４ページ・５ページの（２）資本的収入及び支出についてでありますが、収入

額が６，３１９万５，５００円、支出額は３億７，１７４万９，０５８円で、差し引き

３億８５５万３，５５８円の財源不足額を生じましたので、この不足分を減債積立金

５，０００万円、過年度分損益勘定留保資金８，３６４万７，８５８円、当年度分損益

勘定留保資金１億６，５３１万８００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額９５９万４，９００円で補填しております。

収入につきましては、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に関連した配水管移設工事

などの工事負担金１，１０３万６，７００円、消火栓設置に伴う一般会計からの負担金

２１５万８，８００円、企業債は５，０００万円でございます。

支出につきましては、工事請負費等の建設改良費が２億２３５万９，６００円であり

ます。

主なものとしましては、配水管布設工事としまして大曲日の出一丁目地内他４カ所で

延長２，９４５．４ｍ、改良工事費は大曲バイパス四車線化事業に伴う配水管移設工事

他６カ所を実施しております。消火栓設置工事は、新設２基、移設２基を実施しており

ます。企業債償還金につきましては、１億６，９３８万９，４５８円の元金償還金であ

ります。

次に、資料１２ページをお願いいたします。

事業報告書でございます。（１）総括事項、イの給水状況でありますが、給水人口は

３万３，０８９人で、計画給水人口３万５，３００人に対する普及率は９３．７４％で

あります。

また、年間総配水量は４１３万５，７６４㎥で、１日平均配水量１１，３３１㎥であ
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ります。

以上、決算の概要について申し上げましたが、今後とも効率的な運営を図り、安全な

水道水の安定供給に努めてまいりますので、議員各位のご指導を賜りますようお願い申

し上げますとともに、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（橋本五郎君） ご苦労様でした。

これにて本定例会に上程された議案等についての説明が終了いたしました。

○議長（橋本五郎君） お諮りいたします。議案等調査のため、９月１日から９月６日ま

で６日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋本五郎君） ご異議なしと認めます。よって、９月１日から９月６日まで６日

間、休会することに決しました。

○議長（橋本五郎君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これをもって散会をし、来たる９月７日、本会議第２日を定刻に開議いたし

ます。

ご苦労様でございました。

午前１１時３５分 散 会
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